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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ステータに装着可能なセグメントコイルに使用されるための絶縁電線であって、
　導体と、
　前記導体の外周に設けられ、熱硬化性樹脂を含む絶縁層で構成される絶縁被覆と、を備
え、
　前記絶縁被覆は、
　前記導体の外周に設けられる第１の絶縁層から構成される第１の絶縁被覆部と、
　前記第１の絶縁層、および前記第１の絶縁層上の一部に局所的に設けられる第２の絶縁
層から構成される第２の絶縁被覆部と、を有し、
　前記第１の絶縁層上に前記第２の絶縁層が局所的に設けられた部分において、前記第２
の絶縁層の厚さが前記第１の絶縁層の厚さよりも小さく、前記第２の絶縁被覆部の厚さが
前記第１の絶縁被覆部の厚さよりも厚く、
　前記第１の絶縁層から前記第２の絶縁層を剥離するときの剥離強度Ａ、および前記導体
から前記第１の絶縁層を剥離するときの剥離強度Ｂが０．８Ｎ／ｍｍ以上であり、
　前記第１の絶縁被覆部は、前記ステータのコアの内部に配置される部分であり、
　前記第２の絶縁被覆部は、前記ステータのコイルエンドに配置される部分である、
絶縁電線。
【請求項２】
　前記剥離強度Ｂと、前記剥離強度Ａとの強度差が０．３Ｎ／ｍｍ以下である、
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請求項１に記載の絶縁電線。
【請求項３】
　前記第２の絶縁層は、熱硬化性樹脂のポリイミド樹脂によって構成される、
請求項１又は２に記載の絶縁電線。
【請求項４】
　前記ポリイミド樹脂は、イミド基濃度が３６％以下である、
請求項３に記載の絶縁電線。
【請求項５】
　前記第２の絶縁層の表面は、前記第１の絶縁層の表面に対して、前記導体の長手方向に
沿って傾斜している
請求項１～４のいずれか１項に記載の絶縁電線。
【請求項６】
　前記第２の絶縁層の表面は、前記第１の絶縁層の表面に対して、前記導体の長手方向に
沿って凸状に湾曲している
請求項１～４のいずれか１項に記載の絶縁電線。
【請求項７】
　前記第２の絶縁層の厚さは、２０μｍ以上８０μｍ以下である
請求項１～６のいずれか１項に記載の絶縁電線。
【請求項８】
　ステータに装着可能なセグメントコイルであって、
　前記セグメントコイルは、
　導体と、
　前記導体の外周に設けられ、熱硬化性樹脂を含む絶縁層で構成される絶縁被覆と、を備
える絶縁電線からなり、
　前記絶縁被覆は、
　前記導体の外周に設けられる第１の絶縁層から構成される第１の絶縁被覆部と、
　前記第１の絶縁層、および前記第１の絶縁層上の一部に局所的に設けられる第２の絶縁
層から構成される第２の絶縁被覆部と、を有し、
　前記第１の絶縁層上に前記第２の絶縁層が局所的に設けられた部分において、前記第２
の絶縁層の厚さが前記第１の絶縁層の厚さよりも小さく、前記第２の絶縁被覆部の厚さが
前記第１の絶縁被覆部の厚さよりも厚く、
　前記第１の絶縁層から前記第２の絶縁層を剥離するときの剥離強度Ａ、および前記導体
から前記第１の絶縁層を剥離するときの剥離強度Ｂが０．８Ｎ／ｍｍ以上であり、
　前記第１の絶縁被覆部は、前記ステータのコアの内部に配置される部分であり、
　前記第２の絶縁被覆部は、前記ステータのコイルエンドに配置される部分である、
コイル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、絶縁電線およびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　モータや変圧器などの電気機器にはコイルが組み込まれている。コイルは、導体の外周
上に絶縁被覆が形成された絶縁電線を巻回されて形成されている。
【０００３】
　近年、コイルにおける導体の占積率を高めることが求められている。しかし、絶縁電線
を巻回してコイルを形成する方法では、占積率の向上に限界がある。
【０００４】
　そのため、セグメントコイルを使用してコイルを形成する方法が検討されている（例え
ば、特許文献１を参照）。この方法では、まず、絶縁電線をステータのスロットに装着可
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能な形態に加工し、セグメントコイルを得る。その後、複数のセグメントコイルをスロッ
トに挿入し、各セグメントコイル間を電気的に接合することで、コイルを形成する。
【０００５】
　セグメントコイルに使用される絶縁電線を得る方法としては、例えば、絶縁塗料を高粘
度材噴霧装置によって導体の表面に噴霧し、噴霧した絶縁塗料を硬化することにより、所
定の厚さの絶縁被覆を有する絶縁電線を形成する方法がある（例えば、特許文献２を参照
）。なお、特許文献２では、絶縁塗料の噴霧量を導体の長さ方向で変化させることにより
、絶縁被覆の厚さ（絶縁厚さ）を調整することが提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１７－１２３７５５号公報
【特許文献２】特開２０１３－４５６２４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、モータでは、ステータのコイルエンドに配置されるセグメントコイル同士の
間で電位差が大きくなり、部分放電が生じやすい。
【０００８】
　一方、絶縁電線では、コイルとなったときに高い電位差が生じない部位もある。例えば
、セグメントコイルに使用される絶縁電線において、ステータのコア内に配置される部位
は電位差が小さくなり、部分放電が生じにくい。
【０００９】
　そして、このような絶縁電線では、ステータの各部位で生じる電位差の大きさに応じた
寸法精度の良い絶縁厚さを有する絶縁被覆を備えることが望まれる。
【００１０】
　そこで、本発明は、絶縁厚さが長さ方向で異なり、かつ絶縁厚さの寸法精度に優れる絶
縁被覆を備えた絶縁電線を提供することを一つの目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の一態様によれば、
  ステータに装着可能なコイルに使用されるための絶縁電線であって、
  導体と、
　前記導体の外周に設けられ、熱硬化性樹脂を含む絶縁層で構成される絶縁被覆と、を備
え、
　前記絶縁被覆は、
　前記ステータのコアの内部に配置される部分である第１の絶縁被覆部と、
　前記第１の絶縁被覆部よりも厚い厚さで前記導体の長さ方向の一部に局所的に設けられ
ており、前記ステータのコイルエンドに配置される部分である第２の絶縁被覆部と、を有
する、
絶縁電線が提供される。
【００１２】
　本発明の他の態様によれば、
　ステータに装着可能なコイルに使用されるための絶縁電線であって、
導体と、
　前記導体の外周に設けられ、熱硬化性樹脂を含む絶縁層で構成される絶縁被覆と、を備
え、
　前記絶縁被覆は、
　前記導体の外周に設けられる第１の絶縁層から構成される第１の絶縁被覆部と、
　前記第１の絶縁層及び前記第１の絶縁層上に前記導体の長さ方向の一部に局所的に設け
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られる第２の絶縁層から構成される第２の絶縁被覆部と、を有し、
　前記第２の絶縁被覆部の厚さが前記第１の絶縁被覆部の厚さよりも厚く、
　前記第１の絶縁被覆部は、前記ステータのコアの内部に配置される部分であり、
　前記第２の絶縁被覆部は、前記ステータのコイルエンドに配置される部分である、
絶縁電線が提供される。
【００１３】
　本発明のさらに他の態様によれば、
　ステータに装着可能なコイルであって、
　前記コイルは、
　導体と、
　前記導体の外周に設けられ、熱硬化性樹脂を含む絶縁層で構成される絶縁被覆と、を備
える絶縁電線からなり、
　前記絶縁被覆は、
　前記ステータのコアの内部に配置される部分である第１の絶縁被覆部と、
　前記第１の絶縁被覆部よりも厚い厚さで前記導体の長さ方向の一部に局所的に設けられ
ており、前記ステータのコイルエンドに配置される部分である第２の絶縁被覆部と、を有
する、
コイルが提供される。
【００１４】
　本発明のさらに他の態様によれば、
　ステータに装着可能なコイルであって、
　前記コイルは、
　導体と、
　前記導体の外周に設けられ、熱硬化性樹脂を含む絶縁層で構成される絶縁被覆と、を備
える絶縁電線からなり、
　前記絶縁被覆は、
　前記導体の外周に設けられる第１の絶縁層から構成される第１の絶縁被覆部と、
　前記第１の絶縁層及び前記第１の絶縁層上に前記導体の長さ方向の一部に局所的に設け
られる第２の絶縁層から構成される第２の絶縁被覆部と、を有し、
　前記第２の絶縁被覆部の厚さが前記第１の絶縁被覆部の厚さよりも厚く、
　前記第１の絶縁被覆部は、前記ステータのコアの内部に配置される部分であり、
　前記第２の絶縁被覆部は、前記ステータのコイルエンドに配置される部分である、
コイルが提供される。
【００１５】
　本発明のさらに他の態様によれば、
　導体の外周に熱硬化性樹脂を含む第１の絶縁塗料を塗布し加熱することで第１の絶縁層
を形成する工程と、
　前記第１の絶縁層上に前記導体の長さ方向の一部に局所的に熱硬化性樹脂を含む第２の
絶縁塗料を塗布して加熱することで第２の絶縁層を形成し、前記第１および第２の絶縁層
を有する絶縁被覆を形成する工程と、を有し、
　前記絶縁被覆は、前記第１の絶縁層から構成される第１の絶縁被覆部と、前記第１の絶
縁層及び前記第２の絶縁層から構成される第２の絶縁被覆部と、を有し、
  前記第２の絶縁被覆部の厚さが前記第１の絶縁被覆部の厚さよりも厚く、
  前記第１の絶縁被覆部は、前記ステータのコアの内部に配置される部分であり、
  前記第２の絶縁被覆部は、前記ステータのコイルエンドに配置される部分である、
絶縁電線の製造方法が提供される。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、絶縁厚さが長さ方向で異なり、かつ絶縁厚さの寸法精度に優れる絶縁
被覆を備えた絶縁電線が得られる。
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【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の一実施形態にかかる絶縁電線の斜視図である。
【図２】実施例１において絶縁厚さの測定位置を説明するための図であり、（ａ）は絶縁
電線の側面図であり、（ｂ）は絶縁電線の上面図である。
【図３】セグメントコイルの構成概略図である。
【図４】ステータのコイルエンドを示す部分拡大図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
＜絶縁電線＞
　以下、本発明の一実施形態にかかる絶縁電線について図面を用いて説明する。図１は、
本発明の一実施形態にかかる絶縁電線の斜視図である。なお、本明細書において「～」を
用いて表される数値範囲は、「～」の前後に記載される数値を下限値および上限値として
含む範囲を意味する。
【００１９】
　本実施形態の絶縁電線は、絶縁厚さが長さ方向で異なる長尺の電線、もしくは、長尺の
電線が切断により個片化された、所定のセグメントコイルに対応する長さを有する短尺の
電線を示す。以下では、短尺の電線を例として説明する。
【００２０】
　図１に示すように、絶縁電線１は、導体１１と、絶縁被覆１２とを備えて構成されてい
る。
【００２１】
　導体１１としては、例えば、低酸素銅や無酸素銅等からなる銅線、銅合金線の他、アル
ミ、銀またはニッケル等の他の金属線などが用いられる。導体１１の断面形状は、特に限
定されず、矩形状や円形状とすることができるが、占積率の向上の観点からは図１に示す
ように矩形状であることが好ましい。なお、導体１１の導体径は特に限定されず、用途に
応じて最適な数値が適宜選択される。
【００２２】
　導体１１の外周には、熱硬化性樹脂を含む絶縁層で構成される絶縁被覆１２が設けられ
ている。絶縁被覆１２は、モータを構成するステータのコアの内部に配置される部分であ
る第１の絶縁被覆部１２ａと、第１の絶縁被覆部１２ａよりも厚い厚さで導体１１の長さ
方向の一部に局所的に設けられており、ステータのコイルエンドに配置される部分である
第２の絶縁被覆部１２ｂと、を有する。絶縁被覆１２は、第１の絶縁層１３および第２の
絶縁層１４を有する。第１の絶縁層１３は、導体１１の外周に、導体１１の全長にわたっ
て設けられている。第２の絶縁層１４は、第１の絶縁層１３上に、絶縁電線１の長さ方向
の一部に局所的に設けられている。絶縁被覆１２は、第１の絶縁層１３上に第２の絶縁層
１４が積層されて構成されることで、第１の絶縁層１３からなる第１の絶縁被覆部１２ａ
と、第１の絶縁層１３および第２の絶縁層１４からなる第２の絶縁被覆部１２ｂを有する
。第２の絶縁被覆部１２ｂは、第２の絶縁層１４の厚さの分、第１の絶縁被覆部１２ａよ
りも厚くなっている。
【００２３】
　第１の絶縁層１３は、熱硬化性樹脂から形成される。熱硬化性樹脂としては、例えばポ
リイミド樹脂、ポリアミドイミド樹脂およびポリエステルイミド樹脂などを用いることが
できる。例えば、第１の絶縁層１３は、樹脂成分（熱硬化性樹脂）および有機溶媒を含む
第１の絶縁塗料を導体１１の外周に塗布し焼付けことで形成される。なお、第１の絶縁層
は、１層に限定されず、必要に応じて２層以上の層を備えて構成されてもよい。例えば、
異なる種類の絶縁塗料を用いて種類の異なる樹脂層を積層させて構成されてもよい。
【００２４】
　第２の絶縁層１４は、熱硬化性樹脂を含む第２の絶縁塗料を第１の絶縁層１３上に塗布
し、焼付けることで、第１の絶縁層１３の表面上に熱硬化性樹脂を含む絶縁層として形成
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される。熱硬化性樹脂としては、第１の絶縁層１３と同様に、ポリイミド樹脂、ポリアミ
ドイミド樹脂およびポリエステルイミド樹脂などを用いることができる。第１の絶縁層１
３および第２の絶縁層１４を形成する熱硬化性樹脂の種類は同じでもよく、異なっていて
もよい。例えば、第２の絶縁層１４を第１の絶縁層１３とは異なる種類の熱硬化性樹脂で
形成することで、異なる特性を付与することができる。例えば、第２の絶縁層１４の箇所
で曲げ加工などがなされる場合において、第１の絶縁層１３よりも可とう性に優れた熱硬
化性樹脂を第２の絶縁層１４（外層）に用いるなど、多様な設計が可能である。
【００２５】
　また、第２の絶縁層１４は、熱硬化性樹脂にシリカやアルミナなどの微粒子（例えば、
平均粒子径がナノオーダーの大きさの微粒子）が分散された樹脂によって構成されていて
もよい。このとき、熱硬化性樹脂としては、上述したポリイミド樹脂、ポリアミドイミド
樹脂およびポリエステルイミド樹脂などを用いることができる。この場合、第２の絶縁層
１４は、熱硬化性樹脂を含む絶縁塗料にオルガノゾルを混合させた第２の絶縁塗料を第１
の絶縁層１３上に塗布し、焼付けることにより、第１の絶縁層１３の表面上に形成するこ
とができる。このような樹脂によって第２の絶縁層１４が構成されることにより、ステー
タのコイルエンドにおいて部分放電が生じた場合であっても、部分放電に対する耐性が優
れているため、部分放電による絶縁破壊の発生を低減することができる。すなわち、部分
放電に対する絶縁性能を効果的に確保することができる。
【００２６】
　また、第２の絶縁層１４は、イミド基濃度が小さい（例えば、３６％以下）熱硬化性樹
脂によって構成されていてもよい。このとき、熱硬化性樹脂としては、上述したポリイミ
ド樹脂、ポリアミドイミド樹脂およびポリエステルイミド樹脂などを用いることができる
。例えば、熱硬化性樹脂がポリイミド樹脂の場合では、芳香族ジアミンと芳香族テトラカ
ルボン酸二無水物とを含むポリアミック酸塗料で構成される第２の絶縁塗料を第１の絶縁
層１３上に塗布し、焼付けることにより、第１の絶縁層１３の表面上に第２の絶縁層１４
を形成することができる。芳香族ジアミンとしては、例えば、２，２－ビス［４－（４－
アミノフェノキシ）フェニル］プロパン（ＢＡＰＰ）、４，４’－ビス（４－アミノフェ
ノキシ）ビフェニル（ＢＡＰＢ）、３，３’－ビス（４－アミノフェノキシ）ビフェニル
（Ｍ－ＢＡＰＢ）、ビス［４－（４－アミノフェノキシ）フェニル］スルホン（ＢＡＰＳ
）、１，３－ビス（４－アミノフェノキシ）ベンゼン（ＴＰＥ－Ｒ）などを用いることが
できる。また、芳香族テトラカルボン酸二無水物としては、例えば、ピロメリット酸無水
物（ＰＭＤＡ）、４，４’－オキシジフタル酸二無水物（ＯＤＰＡ）、３，４，３’，４
’－ビフェニルテトラカルボン酸二無水物（ＢＰＤＡ）、３，３’，４，４’－ベンゾフ
ェノンテトラカルボン酸二無水物（ＢＴＤＡ）などを用いることができる。このような樹
脂によって第２の絶縁層１４が構成されることにより、ステータのコイルエンドにおいて
部分放電が発生しにくくすることができるため、部分放電による絶縁破壊の発生を低減す
ることができる。すなわち、部分放電に対する絶縁性能を効果的に確保することができる
。
【００２７】
　第２の絶縁層１４の形成位置は、図１では、第１の絶縁層１３の一方の面側の中央部で
あるが、この位置に限定されない。第２の絶縁層１４の形成位置は、絶縁電線１をセグメ
ントコイルに加工したときに、ステータのコイルエンドにおいて、隣接するセグメントコ
イルまたは対向するコアと近接もしくは接触するような電位差が特に大きくなる部分の形
状に応じて適宜変更することができる。また、第２の絶縁層１４は、第１の絶縁層１３の
一方の面側だけでなく、両面に形成してもよく、第１の絶縁層１３の一部の周囲を覆うよ
うに形成してもよい。また、第２の絶縁層１４は、１か所だけではなく、複数個所に形成
してもよい。
【００２８】
　絶縁被覆１２における第２の絶縁被覆部１２ｂの厚さ、つまり第１の絶縁層１３および
第２の絶縁層１４の合計厚さは、隣り合うセグメントコイル間などでの特に大きな電位差
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に対応できるような厚さであればよい。
【００２９】
　各絶縁層１３、１４の厚さは特に限定されず、適宜変更することができる。第２の絶縁
層１４の厚さは、第１の絶縁層１３の熱劣化を抑制する観点からは、第１の絶縁層１３よ
り薄いことが好ましい。第２の絶縁層１４は、第１の絶縁層１３上に第２の絶縁塗料を塗
布し焼付けることで形成される。第２の絶縁層１４を厚く形成する場合、塗布・焼付けの
回数を増やす必要があり、その分、第１の絶縁層１３が熱に曝され、劣化しやすくなる。
そのため、塗布・焼付けの回数は少ないことが好ましく、３回以下、より好ましくは１回
である。この場合、第２の絶縁層１４の厚さは、２０μｍ～８０μｍとすることができる
。また、第２の絶縁層１４を第１の絶縁層１３よりも薄く形成することにより、第２の絶
縁層１４がステータのコイルエンドに配置されたときに、コイルエンドに配置されたセグ
メントコイル間のスペース（距離）を小さくすることができ、ステータのコイルエンド部
分が大型化になるのを防止することができる。一方、第１の絶縁層１３の厚さは、塗布・
焼付けの回数を増やして厚く形成できるので、絶縁電線１に要求される絶縁特性と第２の
絶縁層１４の厚さに応じて適宜変更可能である。
【００３０】
　第２の絶縁層１４は、第１の絶縁層１３とは別体で形成されており、第１の絶縁層１３
との間で所定の剥離強度Ａを有する。剥離強度Ａは、各絶縁層１３，１４を形成する樹脂
の組み合わせ、または、後述する第２の絶縁層１４の焼付け方法によって適宜変更するこ
とができる。剥離強度Ａは、導体１１から第１の絶縁層１３を剥離するときの剥離強度Ｂ
とは同一でもよいが、異ならせてもよい。異ならせる場合であれば、セグメントコイルの
種類に応じて、剥離強度Ａを剥離強度Ｂよりも大きくしたり、剥離強度Ａを剥離強度Ｂよ
りも小さくしたり適宜変更するとよい。剥離強度Ａ、Ｂは、例えば０．８Ｎ／ｍｍ以上で
あることが好ましく、より好ましくは１．０Ｎ／ｍｍ以上であることが、密着性の観点か
ら好ましい。
【００３１】
  なお、図１～２では、第２の絶縁層１４の表面が平坦な面で示されているが、第２の絶
縁層１４の表面（第２の絶縁被覆部１２ｂの表面）が第１の絶縁層１３の表面（第１の絶
縁被覆部１２ａの表面）に対して導体１１の長手方向（図２（ａ）における左右方向）に
沿って傾斜した面、あるいは凸状に湾曲した面で構成されていてもよい。また、図１～２
では、第２の絶縁層１４の表面が平坦な面で示されているが、第２の絶縁層１４の表面（
第２の絶縁被覆部１２ｂの表面）が導体１１の幅方向（図２（ｂ）における上下方向）に
沿って傾斜、あるいは凸状に湾曲した面で構成されていてもよい。第２の絶縁層１４の表
面がこのような形状からなる面で構成されていることにより、ステータのコイルエンドに
おいて、部分放電が生じやすい箇所に応じた絶縁性能を効果的に確保することができる。
なお、第２の絶縁層１４の表面が第１の絶縁層１３の表面に対して傾斜するとは、第２の
絶縁層１４の厚さが、導体１１の長手方向に沿って増加または減少、もしくは、増加した
後に減少することを示す。また、増加および現象は、連続的でもよく段階的でもよい。
【００３２】
＜コイル＞
　本実施形態のコイルは、絶縁電線１がステータのスロットに装着可能なように加工され
たセグメントコイルから構成される。例えば、複数のセグメントコイル１０の導体１１同
士を接続することで構成される。セグメントコイル１０は、例えば図３に示すように、絶
縁電線１をＵ字型に曲げ加工して形成される。セグメントコイル１０における第２の絶縁
被覆部１２ｂは、モータのステータにおいて、電位差が特に大きくて部分放電が生じやす
い箇所（例えば、ステータのコイルエンドに配置される部分）に配置される。一方、第１
の絶縁被覆部１２ａは、電位差があまりなく部分放電が生じにくい箇所（例えば、ステー
タのコアの内部）に配置される。具体的には、図４に示すように、ステータ２０における
コア２１のスロット（図示略）にセグメントコイル１０を挿入し、隣接するセグメントコ
イル１０同士の導体１１を接続することで、モータのコイルを構成することができる。
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【００３３】
＜絶縁電線およびコイルの製造方法＞
　続いて、上述した絶縁電線１およびそれを用いたコイルの製造方法について説明する。
本実施形態の製造方法は、第１の絶縁層１３と第２の絶縁層１４とを異なるタイミングで
形成する。具体的には、第１の絶縁層１３を形成した後に第２の絶縁層１４を形成する。
これにより、第１の絶縁被覆部１２ａと、第１の絶縁被覆部１２ａよりも厚い厚さで導体
１１の長さ方向の一部に局所的に設けた第２の絶縁被覆部１２ｂとを形成する。
【００３４】
　まず、導体１１として断面が矩形状であって長尺の平角導体を準備する。
【００３５】
　続いて、導体１１の全長にわたって、導体１１の外周に第１の絶縁塗料を塗布し焼き付
けることを繰り返すことで、第１の絶縁層１３を所定の厚さで形成し、長尺の線材を得る
。第１の絶縁層１３の厚さは、例えば５０μｍ以上とするとよい。なお、第１の絶縁塗料
の粘度は、塗布したときに流れないように高くするとよい。また、第１の絶縁塗料の焼付
け温度は、絶縁樹脂の種類により異なるが、例えば３５０℃以上が好ましい。
【００３６】
　続いて、得られた長尺の線材を切断し、所定のセグメントコイルに対応する長さを有す
る短尺の線材を得る。
【００３７】
　続いて、短尺の線材の表面（第１の絶縁層１３）に対して長さ方向の一部に局所的に第
２の絶縁塗料を塗布し焼き付けることで、第２の絶縁層１４を形成する。これにより、第
１の絶縁層１３および第２の絶縁層１４を有する絶縁被覆１２を形成する。
【００３８】
　上述したように、第２の絶縁層１４の形成においては、第１の絶縁層１３を熱劣化させ
るおそれがあるので、第２の絶縁層１４は塗布・焼付けを３回以下とすることが好ましく
、１回とすることがより好ましい。第２の絶縁層１４の厚さは２０μｍ～８０μｍとする
とよい。
【００３９】
　第１の絶縁層１３及び第２の絶縁層１４の形成では、第１の絶縁塗料及び第２の絶縁塗
料に含まれる有機溶媒を近赤外線照射により乾燥させた後に熱硬化性樹脂を加熱により硬
化させることが好ましい。なお、第２の絶縁塗料の焼付け温度は、近赤外線照射で乾燥さ
せた後であれば、特性が損なわれない範囲で３００℃以下での焼付けも可能である。本発
明者の検討によると、有機溶媒を乾燥させずに加熱硬化させると、第２の絶縁層１４にボ
イドが発生しやすくなり、第２の絶縁層１４の強度や電気特性が低くなるおそれがある。
また、第１の絶縁層１３との密着性が低くなり、剥離強度Ａが低くなるおそれがある。こ
の点、有機溶媒を乾燥させた上で樹脂成分を加熱硬化させることで、第２の絶縁層１４で
のボイドを抑制し、強度や電気特性を高く維持することができる。また、第２の絶縁層１
４を第１の絶縁層１３に対して密着性よく形成し、剥離強度Ａを高くして、剥離強度Ｂよ
りも剥離強度Ａを大きくすることができる。なお、近赤外線は、第２の絶縁塗料に含まれ
る有機溶媒が吸収できる波長に対応して適宜変更するとよい。
【００４０】
　以上により、絶縁電線１を得る。この絶縁電線１を所定の形状に曲げ加工することによ
りセグメントコイルを得る。
【００４１】
＜本実施形態にかかる効果＞
　本実施形態によれば、以下に示す１つ又は複数の効果を奏する。
【００４２】
　本実施形態の絶縁電線１においては、第１の絶縁層１３上の一部に局所的に第２の絶縁
層１４が積層させることで絶縁被覆１２が形成されている。絶縁被覆１２では、第２の絶
縁被覆部１２ｂが、第２の絶縁層１４の厚さの分だけ、第１の絶縁被覆部１２ａよりも厚
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く形成されている。そのため、絶縁電線１をセグメントコイルに加工したときに、絶縁電
線１の第２の絶縁被覆部１２ｂがモータの特に電位差の大きな箇所に位置することで、部
分放電を抑制することができる。一方、第１の絶縁被覆部１２ａは、第２の絶縁被覆部１
２ｂよりも薄く形成されており、絶縁電線１の占積率を向上させることができる。すなわ
ち、絶縁電線１によれば、モータでの高い電位差に対応できるような絶縁厚さを有しなが
らも、第２の絶縁被覆部１２ｂと同じで一様な厚さを有する絶縁電線と比べて占積率を高
めることができる。なお、本実施形態の絶縁電線１は、小型化のために絶縁電線１を配置
するスペースが狭いモータ、高出力化や使用電圧の上昇のために絶縁電線１の絶縁厚さを
高出力化や使用電圧の上昇に適した絶縁性能を確保する厚さにしたモータ等に、例えば導
体１１のサイズを小さくすることなく適用が可能である。
【００４３】
　また、本実施形態では、第１の絶縁層１３を形成した後、その上の所定の領域に第２の
絶縁層１４を積層させて形成しているので、第２の絶縁層１４の厚さを精度よく調整する
ことができる。つまり、絶縁電線１において、電位差に応じて絶縁厚さを精度よく調整す
ることができる。
【００４４】
　また、絶縁被覆１２は、熱硬化性樹脂から形成されるため、例えば熱可塑性樹脂などか
ら形成される場合と比べて高い耐熱性を有する。このような絶縁被覆１２を備える絶縁電
線１によれば、コイルとしてモータに組み込まれて、高温環境下に曝された場合であって
も、絶縁被覆１２が溶融変形しにくいので、部分放電を抑制することができる。
【００４５】
　第１の絶縁層１３および第２の絶縁層１４は、別体で形成されており、第１の絶縁層１
３から第２の絶縁層１４を剥離するときの剥離強度Ａと、導体１１から第１の絶縁層１３
を剥離するときの剥離強度Ｂとは、異なる。例えば、剥離強度Ａを剥離強度Ｂよりも大き
くなるようにすることで、第２の絶縁層１４の箇所で曲げ加工などがなされる場合におい
て、密着性が担保されており、より厳しい曲げ加工に耐えうることが可能な絶縁電線を提
供できる。第１の絶縁層１３よりも可とう性に優れた樹脂を第２の絶縁層１４（外層）に
用いるなど、多様な設計が可能である。また例えば、剥離強度Ｂを剥離強度Ａよりも大き
くなるようにすることで、高温に曝された場合の導体１１と第１の絶縁層１３との密着性
を担保することができる。
【００４６】
　第１の絶縁層１３および第２の絶縁層１４は別体で形成されているので、各絶縁層１３
，１４を異なる熱硬化性樹脂で構成することができる。異なる樹脂成分を用いることで、
絶縁電線１に異なる特性を付与することができる。例えば、第２の絶縁層１４の箇所で曲
げ加工などがなされる場合において、第１の絶縁層１３よりも可とう性に優れた樹脂を第
２の絶縁層１４（外層）に用いるなど、多様な設計が可能である。
【００４７】
　また、第２の絶縁層１４を形成する際、第２の絶縁塗料を塗布し、近赤外線照射により
有機溶媒を乾燥させたうえで、熱硬化性樹脂を加熱硬化させている。これにより、第２の
絶縁層１４でのボイドを低減することができる。この結果、第２の絶縁層１４の強度や絶
縁特性を高く維持することができる。また、ボイドの低減により、第１の絶縁層１３との
密着性を高めて、第１の絶縁層１３から第２の絶縁層１４を剥離する剥離強度Ａを向上さ
せることができる。具体的には、剥離強度Ａおよび剥離強度Ｂをそれぞれ１．０Ｎ／ｍｍ
以上にすることができる。なお、剥離強度Ａおよび剥離強度Ｂは、後述の実施例で示す方
法により測定される。また、剥離強度Ａは、剥離強度Ｂとの強度差が小さい方がよい。例
えば、剥離強度Ａと剥離強度Ｂとの強度差は、０．３Ｎ／ｍｍ以下が好ましく、０．１Ｎ
／ｍｍ以下がより好ましい。絶縁電線１では、このような剥離強度Ａ、Ｂを有することに
より、絶縁電線１を図３に示すようなセグメントコイル１０に加工する場合やセグメント
コイル１０をステータに装着する場合などにおいて、第２の絶縁層１４が第１の絶縁層１
３から剥離してしまうことを防止することができる。
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【００４８】
＜他の実施形態＞
　以上、本発明の一実施形態を具体的に説明したが、本発明は上述の実施形態に限定され
るものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で適宜変更可能である。
【００４９】
　上述の実施形態では、絶縁厚さが長さ方向で異なる短尺の絶縁電線１に曲げ加工を施す
ことで、セグメントコイルを作製する場合について説明したが、本発明はこれに限定され
ない。例えば、第２の絶縁層１４の形成を曲げ加工後に行うようにしてもよい。具体的に
は、導体１１の外周に第１の絶縁層１３が設けられた長尺の線材を切断により短尺の線材
を形成し、その線材を曲げ加工によりセグメントコイルの形状に加工した後、所定の部位
に第２の絶縁層１４を積層させて形成することができる。この場合、曲げ加工を施した後
に第２の絶縁層１４を形成するため、第２の絶縁層１４に曲げ加工による加工歪を生じさ
せることがない。
【００５０】
　また、上述の実施形態では、長尺の線材を切断により個片化した後に第２の絶縁層１４
を形成しているが、長尺の線材に第２の絶縁層１４を積層させて形成した後に切断により
個片化するようにしてもよい。具体的には、長尺の線材に対して、長さ方向の所定の領域
に第２の絶縁層１４を局所的に形成し、長尺の絶縁電線１を作製した後、この絶縁電線１
を所定の長さで切断し個片化することにより、セグメントコイル用の短尺な絶縁電線１を
得ることができる。
【実施例】
【００５１】
　次に、本発明について実施例に基づき、さらに詳細に説明するが、本発明はこれらの実
施例に限定されない。
【００５２】
（実施例１）
　本実施例では、図１に示す構造を有する絶縁電線を作製し、その絶縁厚さの寸法精度と
各絶縁層の剥離強度を測定した。
【００５３】
　具体的には、導体として幅２．０ｍｍ、厚さ３．５ｍｍの平角導体を準備した。この平
角導体の外周にポリイミド塗料を塗布し、加熱炉で４００℃以上で焼付けることを繰り返
すことで、厚さが１００μｍの第１の絶縁層を形成し、長尺の線材を作製した。続いて、
この長尺の線材を長さ２５０ｍｍで切断し、短尺の線材を得た。この短尺の線材の一方の
面側に局所的にポリイミド塗料を塗布し、当該ポリイミド塗料に近赤外線を１分程度照射
することで、有機溶媒を乾燥させた。その後、当該ポリイミド塗料の樹脂成分を加熱炉で
１００℃、２００℃で各１０ｍｉｎの条件で焼付ける（硬化させる）ことで、厚さが５０
μｍの第２の絶縁層を形成し、セグメントコイル用の絶縁電線を作製した。なお、第２の
絶縁層は、絶縁電線の両端部から１００ｍｍ（中央部の５０ｍｍ）の範囲に形成した。
【００５４】
　作製した絶縁電線について、絶縁厚さの寸法を測定した。具体的には、図２に示すよう
に、Ａ～Ｄの各断面での絶縁厚さを測定した。第１の絶縁層の厚さは、Ａでは９６μｍ、
Ｂでは９５μｍ、Ｃでは９５μｍ、Ｄでは９５μｍであった。第２の絶縁層の厚さは、Ａ
では４５μｍ、Ｂでは４７μｍ、Ｃでは５３μｍ、Ｄでは５２μｍであった。この結果か
ら、絶縁電線の絶縁被覆は、寸法精度に優れた絶縁厚さを有していることが確認された。
【００５５】
　また、作製した絶縁電線について、第２の絶縁層を第１の絶縁層から剥離するときの剥
離強度Ａと、第１の絶縁層を平角導体から剥離するときの剥離強度Ｂを測定した。具体的
には、絶縁電線のフラット面（幅方向）の第２の絶縁層及び第１の絶縁層に対してそれぞ
れ、幅１．０ｍｍの切込みを入れ、切込みを入れた部分の端末をつまみ、引っ張り試験機
で各絶縁層を１８０℃方向に引っ張り、その際の剥離強度を測定した。その結果、剥離強
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度Ａが１．４Ｎ／ｍｍ、剥離強度Ｂが１．５Ｎ／ｍｍであり、各絶縁層が所望の密着性を
有することが確認された。
【００５６】
　以上のように、第１の絶縁層と第２の絶縁層を別体で形成することで、絶縁厚さが長さ
方向で異なり、かつ寸法精度に優れる絶縁被覆を備えた絶縁電線を提供することができる
。
【００５７】
＜本発明の好ましい態様＞
　以下に、本発明の好ましい態様について付記する。
【００５８】
［付記１］
　本発明の一態様によれば、
　ステータに装着可能なコイルに使用されるための絶縁電線であって、
　導体と、
　前記導体の外周に設けられ、熱硬化性樹脂を含む絶縁層で構成される絶縁被覆と、を備
え、
　前記絶縁被覆は、
　前記ステータのコアの内部に配置される部分である第１の絶縁被覆部と、
　前記第１の絶縁被覆部よりも厚い厚さで前記導体の長さ方向の一部に局所的に設けられ
ており、前記ステータのコイルエンドに配置される部分である第２の絶縁被覆部と、を有
する、
絶縁電線が提供される。
【００５９】
［付記２］
　本発明の他の態様によれば、
　ステータに装着可能なコイルに使用されるための絶縁電線であって、
導体と、
　前記導体の外周に設けられ、熱硬化性樹脂を含む絶縁層で構成される絶縁被覆と、を備
え、
　前記絶縁被覆は、
　前記導体の外周に設けられる第１の絶縁層から構成される第１の絶縁被覆部と、
　前記第１の絶縁層及び前記第１の絶縁層上に前記導体の長さ方向の一部に局所的に設け
られる第２の絶縁層から構成される第２の絶縁被覆部と、を有し、
　前記第２の絶縁被覆部の厚さが前記第１の絶縁被覆部の厚さよりも厚く、
　前記第１の絶縁被覆部は、前記ステータのコアの内部に配置される部分であり、
　前記第２の絶縁被覆部は、前記ステータのコイルエンドに配置される部分である、
絶縁電線が提供される。
【００６０】
［付記３］
　付記２の絶縁電線において、好ましくは、
　前記導体から前記第１の絶縁層を剥離するときの剥離強度と、前記第１の絶縁層から前
記第２の絶縁層を剥離するときの剥離強度とが異なる。
【００６１】
［付記４］
　付記２又は３の絶縁電線において、好ましくは、
　前記第１の絶縁層から前記第２の絶縁層を剥離するときの剥離強度が、前記導体から前
記第１の絶縁層を剥離するときの剥離強度よりも大きい。
【００６２】
［付記５］
　付記２～４のいずれかの絶縁電線において、好ましくは、
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　前記第１の絶縁層から前記第２の絶縁層を剥離するときの剥離強度が、前記導体から前
記第１の絶縁層を剥離するときの剥離強度よりも小さい。
【００６３】
［付記６］
　付記２～５のいずれかの絶縁電線において、好ましくは、
　前記第１の絶縁層を構成する熱硬化性樹脂と、前記第２の絶縁層を構成する熱硬化性樹
脂とが異なる。
【００６４】
［付記７］
　付記２～６のいずれかの絶縁電線において、好ましくは、
　前記第２の絶縁層の表面は、前記第１の絶縁層の表面に対して、前記導体の長手方向に
沿って傾斜している。
【００６５】
［付記８］
　付記２～６のいずれかの絶縁電線において、好ましくは、
　前記第２の絶縁層の表面は、前記第１の絶縁層の表面に対して、前記導体の長手方向に
沿って凸状に湾曲している。
【００６６】
［付記９］
　付記２～８のいずれかの絶縁電線において、好ましくは、
  前記第２の絶縁層の厚さは、前記第１の絶縁層の厚さよりも小さい。
【００６７】
［付記１０］
　本発明のさらに他の態様によれば、
　ステータに装着可能なコイルであって、
　前記コイルは、
　導体と、
　前記導体の外周に設けられ、熱硬化性樹脂を含む絶縁層で構成される絶縁被覆と、を備
える絶縁電線からなり、
  前記絶縁被覆は、
　前記ステータのコアの内部に配置される部分である第１の絶縁被覆部と、
　前記第１の絶縁被覆部よりも厚い厚さで前記導体の長さ方向の一部に局所的に設けられ
ており、前記ステータのコイルエンドに配置される部分である第２の絶縁被覆部と、を有
する、
コイルが提供される。
【００６８】
［付記１１］
　本発明のさらに他の態様によれば、
　ステータに装着可能なコイルであって、
　前記コイルは、
　導体と、
　前記導体の外周に設けられ、熱硬化性樹脂を含む絶縁層で構成される絶縁被覆と、を備
える絶縁電線からなり、
　前記絶縁被覆は、
　前記導体の外周に設けられる第１の絶縁層から構成される第１の絶縁被覆部と、
　前記第１の絶縁層及び前記第１の絶縁層上に前記導体の長さ方向の一部に局所的に設け
られる第２の絶縁層から構成される第２の絶縁被覆部と、を有し、
　前記第２の絶縁被覆部の厚さが前記第１の絶縁被覆部の厚さよりも厚く、
  前記第１の絶縁被覆部は、前記ステータのコアの内部に配置される部分であり、
  前記第２の絶縁被覆部は、前記ステータのコイルエンドに配置される部分である、
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【００６９】
［付記１２］
　本発明のさらに他の態様によれば、
　導体の外周に熱硬化性樹脂を含む第１の絶縁塗料を塗布し加熱することで第１の絶縁層
を形成する工程と、
　前記第１の絶縁層上に前記導体の長さ方向の一部に局所的に熱硬化性樹脂を含む第２の
絶縁塗料を塗布して加熱することで第２の絶縁層を形成し、前記第１および第２の絶縁層
を有する絶縁被覆を形成する工程と、を有し、
　前記絶縁被覆は、前記第１の絶縁層から構成される第１の絶縁被覆部と、前記第１の絶
縁層及び前記第２の絶縁層から構成される第２の絶縁被覆部と、を有し、
  前記第２の絶縁被覆部の厚さが前記第１の絶縁被覆部の厚さよりも厚く、
  前記第１の絶縁被覆部は、前記ステータのコアの内部に配置される部分であり、
  前記第２の絶縁被覆部は、前記ステータのコイルエンドに配置される部分である、
絶縁電線の製造方法が提供される。
【００７０】
［付記１３］
　付記１２の絶縁電線の製造方法において、好ましくは、
　前記第２の絶縁塗料は樹脂成分および有機溶媒を含み、
　前記第２の絶縁層を形成する工程では、前記有機溶媒を赤外線照射により乾燥させた後
に前記樹脂成分を加熱により硬化させる。
【符号の説明】
【００７１】
　１　絶縁電線
１０　セグメントコイル
１１　導体
１２　絶縁被覆
１２ａ　第１の絶縁被覆部
１２ｂ　第２の絶縁被覆部
１３　第１の絶縁層
１４　第２の絶縁層
２０　ステータ
２１　コア
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